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愛媛県個人情報保護条例（平成１３年愛媛県条例第４１号）第２７条第１項の規定により、口頭による開示請求をすることができる個人情報を

次のとおり定め、公示の日から施行する。

平成２２年４月１日

公立大学法人愛媛県立医療技術大学

理事長 井 出 利 憲

発 行 愛 媛 県
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試験等の名称 開示する内容

愛媛県立医療技術大学入学試験 総合得点及び総合順位（推薦入学につ
いては、一次選考に係るものに限る。）合格発表の日から１月間 愛媛県立医療技術大学

毎週（火・金）曜日発行 第２１５３号外６ 平成２２年４月１日

平成２２年４月１日木曜日 第２１５３号外６

平成２２年４月１日 発行
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